
旅行代金 お一人様 10,000円(税込) 

対象者 

旅行期間 

問合せ 
申込み 

旅行中に、自身のSNSや実行委員会のSNSに感じたことなどを投稿し、旅行後に 
感想文(1,000字程度)をご提出いただける女性の方。 

食費、宿泊費、体験料、ツアー中の移動費など。 
※参加者の現住所から集合場所までの往復旅費は実行委員会が負担します。 

平成31年  月   日(日)～    日(月・祝） 

1日目 

2日目 

【集合10:45】JR赤湯駅 → 昼食 → 小正月行事体験(だんご飾り、餅つき、さいぞ笑いなど) → 宿泊施設 

宿泊施設 → 雪遊び(スノーモービルやバナナボート)→昼食→語り部による昔話→JR赤湯駅【解散16:00】 

主催者／飯豊町帰郷希望女子応援プロジェクト実行委員会 

（山形県飯豊町役場総務企画課内） 

 〒999-0604山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地 

飯豊町（いいでまち）は山形県の南部に位置し、全国的にも少ない屋敷林を携えた家々が点在する田園散居集落と、手つかずの 

自然が四季を織り成す美しい町です。飯豊町では、冬の暮らしを体験できる1泊2日のツアーを開催いたします。地域の方と一緒に 

小正月行事を体験したり、雪国ならではのアクティビティを楽しんだりと、冬の町の魅力を満喫できるツアーです。 

興味が湧いたらそれは“ご縁”。冬の飯豊町に是非お越しください。 

飯豊町（いいでまち）は山形県の南部に位置し、全国的にも少ない屋敷林を携えた家々が点在する田園散居集落と、手つかずの 

自然が四季を織り成す美しい町です。飯豊町では、冬の暮らしを体験できる1泊2日のツアーを開催いたします。地域の方と一緒に 

小正月行事を体験したり、雪国ならではのアクティビティを楽しんだりと、冬の町の魅力を満喫できるツアーです。 

興味が湧いたらそれは“ご縁”。冬の飯豊町に是非お越しください。 

定員 

（先着順） 

＊天候などの条件によりツアー内容が一部変更になる可能性があります。 

☎0238-87-0695 ✉ i-tokusei@town.iide.yamagata.jp 

HP http://www.town.iide.yamagata.jp/001/kikyoukibou_2019_winter.html 

※メールでお申込みの際には、住所と氏名をご記入の上送信してください。 

  www.facebook.com/iidekikyoukiboujyoshi 



飯豊町の冬は長く、雪深い。 

真っ白に覆われた町で 

地域で支え合い 

雪に悩み、雪を楽しみながら 

春を待つ日々の暮らし。 

『飯豊町帰郷希望女子応援プロジェクト』は 

田舎暮らしに興味があったり 

都会育ちで“故郷”に憧れを持つ女子に 

飯豊町での暮らしを体験してもらうツアーです。 

 

『外は寒いけれどなんだか温かい』 

飯豊町の冬の日々にふれてみませんか。 

お申込みのご案内 （お申込みいただく前に注意事項を必ずお読みください。） 
 ※お申込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は株式会社トラベルパートナー（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、 

この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を 

締結することになります。 

また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする

最終旅程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

なお、記旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違がある 

場合は、下記旅行条件が適用されます。 

 

●旅行条件 

利用予定運送機関／貸切りバス 

利用予定宿泊施設／農家民宿（1軒につき2名～5名） 

食事条件／朝食1回、昼食２回、夕食1回 

最少催行人員／４名様（募集人数10名） 

添乗員／添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します 

 

●旅行のお申込み及び契約成立時期 

（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。   

    お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 

（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の  

    旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただ 

    きます。 

（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとしま 

    す。 

（4）お申込金（お一人様） 

 
旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込み金 

6千円未満 旅行代金の20％ 10万円未満 20,000円 

3万円未満 6,000円 15万円未満 30,000円 

6万円未満 12,000円 15万円以上 旅行代金の20％ 

●取消料 
（1）旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として 
    申し受けます。 
 
 

契約解除の日 取消料（お一人） 

旅行開始 
日の前日 
から起算 
してさか 
のぼって 

①２１日目にあたる日以前の解除 無料 

②２０日目にあたる日以降の解除 
（③～⑥を除く） 

旅行代金の２０％ 

③７日目にあたる日以降の解除 
（④～⑥）を除く） 

旅行代金の３０％ 

  

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％ 

⑤当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の５０％ 

⑥旅行開始後の解除または 
  無連絡不参加 

旅行代金の１００％ 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前（お申し込みが間 

際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払いください。また、お客様が、当社提携カード 

会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお 

支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客 

様の承諾日といたします。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行行程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、 

食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても 

原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用 

は含みません。） 

 

●個人情報の取扱について 

当社及び販売店は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報につい 

て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行 

において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手 

続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び 

当社と提携する企業の商品やサービスキャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想 

のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の 

個人情報を利用させていただくことがあります。 

 

 

 
【旅行企画・実施】 

山形県知事登録旅行業第2-234号 
総合旅行業務取扱管理者 三浦達雄 

〒999-0053 山形県山形市薬師町二丁目2-28TLPビル3階 

☎023-615-6772 


